
　1995年１月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数のうち約９割が住宅等の倒壊に

よるものでした。特に昭和56年以前に建築されたものに大きな被害が発生しました。この教訓を踏ま

えて、2008年(平成20年)3月に「知立市耐震改修促進計画」を策定し、普及啓発や耐震診断・耐震改

修に対する補助等耐震化に対する様々な取り組みを進めてきました。

　一方、近年においても、2011年3月の東日本大震災、2016年4月の熊本地震、2018年9月の北

海道胆振東部地震など、大規模な地震が頻発し、さらに、「南海トラフ巨大地震」の発生が危惧され

るなか、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められています。

　本計画は、こうした状況を踏まえ、今年度までを計画期間としていた「知立市耐震改修促進計画

2014」を改定し、新たな目標の設定とその実現をめざした取り組みを示すものです。

→死者数の大部分が建物等の倒壊が原因

→現在の耐震基準を満たさない昭和56年以前の建物に被害が集中

資料：阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害（国土交通省）を加工して作成

知立市役所 建設部 建築課知立市役所 建設部 建築課

知立市役所ホームページ知立市役所ホームページ

知立市全域を対象に、2021～2030年度を計画期間とします。

全ての建築物を対象とします。
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（昭和56年）
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２０２１年３月作成
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 67棟  74棟（ )

耐震化率

　多数の者が利用する建築物は、耐震化

率が93％であり、耐震性が不十分な建

築物は24棟あります。耐震化率を、

2025年度までに98％、2030年度ま

でに概ね解消することを目標にします。

　危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供

する建築物について、耐震性が不十分な

建築物は10棟あります。現状からの耐震

化進捗率を、2025年度までに90％、

2030年度までに概ね解消することを目

標にします。

　地震発生時に通行を確保すべき道路に

接する通行障害建築物について、耐震性

が不十分な建築物は74棟あります。

現状からの耐震化進捗率を、2025年度

までに90％、2030年度までに概ね解消

することを目標にします。
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　耐震診断が実施された住宅は、

2,039件でした。今後は、住宅の耐震診

断の目標を、2025年度までに2,500件、

2030年度までに2,700件とします。

　また、住宅の耐震化率は82％であり、

2025年度までに95％、2030年度ま

でに概ね解消することを目標とします。
18,363件 19,314件（ )15,438件 18,780件（ )

333棟 339棟（ )315棟 339棟（ )

　 「住宅」、「多数の者が利用する建築物」、「危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」、及び

「地震発生時に通行を確保すべき道路に接する通行障害建築物」のそれぞれについて、2025年度、2030

年度における耐震診断・耐震化の目標を定めます。

　0棟  74棟（ )



・防災ラジオ等による迅速かつ正確な情報伝達

・避難行動要支援者支援制度の活用推進　　　　　

・地域の建築関係団体等との連携

・専門家の養成の支援・協力

・学校教育との連携

・耐震診断ローラー作戦

・耐震出前講座

・耐震診断ダイレクトメール

・耐震改修相談会の実施

・低コスト耐震化工法の普及

・ブロック塀の安全対策

・耐震シェルター等設置の対策

・落下物の安全対策

・エレベータの安全対策

・家具の転倒防止対策

・建築物の敷地の安全対策

・地震防災マップの作成、配布

・市内イベント等でのPR

・改修事業者や改修費用についての情報提供

・インターネットによる情報提供

・広報・町内回覧によるPR

耐震化促進のための取り組み

耐震診断・耐震改修等に係る支援事業

耐震改修促進税制等

公的機関による耐震改修支援

木造住宅の耐震化の普及・啓発

地震時の予防対策

耐震化に関する意識啓発・情報提供

地震時の応急対策

県・関連団体等と連携した取り組み

地域と連携した取り組み

にて補足説明



耐震化支援策の概要

「多世代居住の推進と合わせた耐震化の支援」や「補助金の代理受領」の制度を創設し、住宅の耐震化に消
極的な高齢単身世帯や高齢者のみ世帯等に対してきめ細やかな対応を行います。詳しくはホームページをご
覧いただくか、建築課にお問い合わせ下さい。

　住宅や建築物の耐震改修を行った場合に、所
得税控除等の支援が受けられるようになってい
ます。詳しくはホームページをご覧いただく
か、建築課にお問い合わせ下さい。

　国・県と協力し、住宅の耐震診断と耐震改
修等の補助を行っています。耐震改修、解体
については、耐震診断を受けて、耐震改修等
が必要と判断された住宅が対象です。詳しく
はホームページをご覧いただくか、建築課に
お問い合わせ下さい。

2021年３月時点

2021年３月時点


